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手数料名 手数料の額 窓口 

(1) 建築物に関する確

認申請手数料 

(5) 建築物に関する計

画通知手数料 

１ 基本となる額 

(1)-1 

床面積 ３０㎡以下 

      ３０㎡超   １００㎡以下 

  １００㎡超   ２００㎡以下 

    ２００㎡超   ３００㎡以下 

    ３００㎡超   ５００㎡以下 

     ５００㎡超 １，０００㎡以下 

１，０００㎡超 ２，０００㎡以下 

２，０００㎡超１０，０００㎡以下 

１０，０００㎡超５０，０００㎡以下 

５０，０００㎡超 

 

(1)-2 建築確認申請に併せて省エネ基準の適合を評価する場合

の額（一戸建ての住宅） 

床面積 ３０㎡以下 

      ３０㎡超   １００㎡以下 

  １００㎡超   ２００㎡以下 

    ２００㎡超   ３００㎡以下 

    ３００㎡超   ５００㎡以下 

     ５００㎡超 １，０００㎡以下 

１，０００㎡超 ２，０００㎡以下 

２，０００㎡超１０，０００㎡以下 

１０，０００㎡超５０，０００㎡以下 

５０，０００㎡超 

 

(1)-3 建築確認申請に併せて省エネ基準の適合を評価する場合

の額（共同住宅） 

 床面積 ３０㎡以下 

      ３０㎡超   １００㎡以下 

  １００㎡超   ２００㎡以下 

    ２００㎡超   ３００㎡以下 

    ３００㎡超   ５００㎡以下 

     ５００㎡超 １，０００㎡以下 

１，０００㎡超 ２，０００㎡以下 

２，０００㎡超１０，０００㎡以下 

１０，０００㎡超５０，０００㎡以下 

５０，０００㎡超 

 

８，０００ 

１９，０００ 

３１，０００ 

３４，０００ 

３６，０００ 

５０，０００ 

６９，０００ 

２００，０００ 

３３０，０００ 

６４０，０００ 

 

 

 

１５，０００ 

３３，０００ 

４５，０００ 

５０，０００ 

５２，０００ 

６６，０００ 

８５，０００ 

２１６，０００ 

３４６，０００ 

６５６，０００ 

 

 

 

２０，０００ 

４５，０００ 

５７，０００ 

６０，０００ 

７７，０００ 

９１，０００ 

１１０，０００ 

２７０，０００ 

４１０，０００ 

７２０，０００ 

○区  

２ 昇降機が含まれる場合の加算額（１基につき） 

(1) 確認済証の交付を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を

設置する場合 

(2) その他の昇降機を設置する場合 

 

 

１１，０００ 

２０，０００ 

３ 小荷物専用昇降機が含まれる場合の加算額（１基につき） 

(1) 確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をし

て小荷物専用昇降機を設置する場合 

(2) その他の小荷物専用昇降機を設置する場合 

 

 

６，０００ 

９，０００ 

※この一覧表は、広島市都市計画関係手数料条例を抜粋したものであり、条例本文をご確認ください。 
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手数料名 手数料の額 窓口 

(2) 建築物に関する完

了検査申請手数料 

(6) 建築物に関する工

事完了通知手数料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基本となる額 

(1)-1 特定工程（中間検査実施）に係るものである場合 

（一戸建ての住宅・兼用住宅） 

床面積 ３０㎡以下 

      ３０㎡超   １００㎡以下 

  １００㎡超   ２００㎡以下 

    ２００㎡超   ３００㎡以下 

    ３００㎡超   ５００㎡以下 

     ５００㎡超 １，０００㎡以下 

１，０００㎡超 ２，０００㎡以下 

２，０００㎡超１０，０００㎡以下 

１０，０００㎡超５０，０００㎡以下 

  ５０，０００㎡超 

 

(1)-2 特定工程（中間検査実施）に係るものである場合 

（(1)-1 以外のもの） 

床面積 ３０㎡以下 

      ３０㎡超   １００㎡以下 

  １００㎡超   ２００㎡以下 

    ２００㎡超   ３００㎡以下 

    ３００㎡超   ５００㎡以下 

     ５００㎡超 １，０００㎡以下 

１，０００㎡超 ２，０００㎡以下 

２，０００㎡超１０，０００㎡以下 

１０，０００㎡超５０，０００㎡以下 

  ５０，０００㎡超 

 

(2)-1 特定工程（中堅検査実施）以外のものである場合 

                 （一戸建ての住宅・兼用住宅） 

床面積 ３０㎡以下 

      ３０㎡超   １００㎡以下 

  １００㎡超   ２００㎡以下 

    ２００㎡超   ３００㎡以下 

    ３００㎡超   ５００㎡以下 

     ５００㎡超 １，０００㎡以下 

１，０００㎡超 ２，０００㎡以下 

２，０００㎡超１０，０００㎡以下 

１０，０００㎡超５０，０００㎡以下 

  ５０，０００㎡超 

 

(2)-2 特定工程（中堅検査実施）以外のものである場合 

                    （(2)-1 以外のもの） 

 

床面積 ３０㎡以下 

      ３０㎡超   １００㎡以下 

  １００㎡超   ２００㎡以下 

    ２００㎡超   ３００㎡以下 

    ３００㎡超   ５００㎡以下 

     ５００㎡超 １，０００㎡以下 

１，０００㎡超 ２，０００㎡以下 

２，０００㎡超１０，０００㎡以下 

１０，０００㎡超５０，０００㎡以下 

  ５０，０００㎡超 

 

 

 

１１，０００ 

１７，０００ 

２１，０００ 

２９，０００ 

３１，０００ 

４７，０００ 

６３，０００ 

１４０，０００ 

２１９，０００ 

４３５，０００ 

 

 

 

１５，０００ 

１９，０００ 

２３，０００ 

３０，０００ 

３７，０００ 

５３，０００ 

６９，０００ 

１７０，０００ 

２４０，０００ 

４６０，０００ 

 

 

 

１２，０００ 

１８，０００ 

２２，０００ 

３０，０００ 

３２，０００ 

４９，０００ 

６６，０００ 

１４７，０００ 

２３７，０００ 

４６７，０００ 

 

 

 

 

１６，０００ 

２０，０００ 

２４，０００ 

３１，０００ 

３８，０００ 

５５，０００ 

７２，０００ 

１８０，０００ 

２５０，０００ 

４７０，０００ 

○区  

※この一覧表は、広島市都市計画関係手数料条例を抜粋したものであり、条例本文をご確認ください。 
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手数料名 手数料の額 窓口 

２ 昇降機が含まれる場合の加算額（１基につき） ２３，０００ 

３ 小荷物専用昇降機が含まれる場合の加算額（１基につき） １３，０００ 

(3) 建築物に関する中

間検査申請手数料 

(7) 建築物に関する特

定工程工事終了通知手

数料 

 

1  基本となる額 

(1)-1 中間検査を行う部分の床面積（一戸建ての住宅・兼用住宅） 

３０㎡以下 

    ３０㎡超   １００㎡以下 

１００㎡超   ２００㎡以下 

２００㎡超   ３００㎡以下 

  ３００㎡超   ５００㎡以下 

   ５００㎡超 １，０００㎡以下 

１，０００㎡超 ２，０００㎡以下 

２，０００㎡超１０，０００㎡以下 

１０，０００㎡超５０，０００㎡以下 

５０，０００㎡超 

 

(1)-2 中間検査を行う部分の床面積（(1)-1 以外の場合） 

３０㎡以下 

    ３０㎡超   １００㎡以下 

１００㎡超   ２００㎡以下 

２００㎡超   ３００㎡以下 

  ３００㎡超   ５００㎡以下 

   ５００㎡超 １，０００㎡以下 

１，０００㎡超 ２，０００㎡以下 

２，０００㎡超１０，０００㎡以下 

１０，０００㎡超５０，０００㎡以下 

５０，０００㎡超 

 

 

１２，０００ 

２２，０００ 

３５，０００ 

３６，０００ 

３７，０００ 

４５，０００ 

６０，０００ 

１３５，０００ 

２１５，０００ 

４２５，０００ 

 

 

２０，０００ 

２７，０００ 

４０，０００ 

４１，０００ 

５３，０００ 

６２，０００ 

７７，０００ 

２００，０００ 

３００，０００ 

５１０，０００ 

○区  

(4) 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 

(8) 検査済証の交付を受ける前における国等の建築物等の仮使用認定申請手数料 
１２０，０００ ○区  

(9) 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 ３３，０００ 

○指  

(10) 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 ３３，０００ 

(11) 道路内における建築認定申請手数料 ２７，０００ 

(12) 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 １６０，０００ 

(13) 壁面線外における建築許可申請手数料 １６０，０００ 

(14) 用途地域等における建築等許可申請手数料 １８０，０００ 

(15) 特殊建築物等敷地許可申請手数料 １６０，０００ 

(16) 建築物の容積率の特例許可申請手数料 １６０，０００ 

(17) 建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 ３３，０００ 

(18) 建築物の高さの特例認定申請手数料 ２７，０００ 

(19) 建築物の高さの許可申請手数料 １６０，０００ 

(20) 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料 １６０，０００ 

(21) 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 ２７，０００ 

(22) 高度利用地区における建築物の容積率、建ぺい率、建築面積又は壁面の位置の特例許

可申請手数料 
１６０，０００ 

(23) 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 １６０，０００ 

(24) 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料 １６０，０００ 

(25) 再開発等促進区等における建築物の容積率、建築物の建ぺい率、建築物の高さ又は建

築物の建築等に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 
２７，０００ 

(26) 再開発等促進区等における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 １６０，０００ 

(27) 地区計画等の区域における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手

数料 
２７，０００ 

(28) 区域を区分して建築物の容積を適正に配分する特定建築物地区整備計画等の区域にお

ける建築物の容積率の特例認定申請手数料 
２７，０００ 

※この一覧表は、広島市都市計画関係手数料条例を抜粋したものであり、条例本文をご確認ください。 
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手数料名 手数料の額 窓口 

(29) 地区計画等の区域における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 １６０，０００ 

(30) 地区計画等の区域における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外

に係る認定申請手数料 
２７，０００ 

(31) 地区計画等の区域における建築物の建ぺい率の特例認定申請手数料 ２７，０００ 

(32) 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料 １６０，０００ 

(33) 仮設建築物建築許可申請手数料 １２０，０００ ○区  

(34) 一団地の建築物

の特例認定申請手数料 

 

 

１ 建築物の数が１又は２である場合 ７８，０００ 

○区  
２ 建築物の数が３以上である場合（Ｘは建築物の数） ７８，０００ 

＋２８，０００ 

（Ｘ－２） 

(35) 既存建築物を前

提とした総合的設計に

よる建築物の特例認定

申請手数料 

１ 建築物（既存建築物を除く）の数が１である場合 ７８，０００ 

○区  
２ 建築物（既存建築物を除く）の数が２以上である場合 

（Ｘは既存建築物を除く建築物の数） 

７８，０００ 

＋２８，０００ 

（Ｘ－１） 

(36) 一団地の建築物

の特例許可申請手数料 

 

 

１ 建築物の数が１又は２である場合 ２２０，０００ 

○区  
２ 建築物の数が３以上である場合（Ｘは建築物の数） ２２０，０００ 

＋２８，０００ 

（Ｘ－２） 

(37) 既存建築物を前

提とした総合的設計に

よる建築物の特例許可

申請手数料 

１ 建築物（既存建築物を除く）の数が１である場合 ２２０，０００ 

○区  

２ 建築物（既存建築物を除く）の数が２以上である場合 

（Ｘは既存建築物を除く建築物の数） 

２２０，０００ 

＋２８，０００ 

（X—１） 

(38) 一敷地内認定建

築物以外の建築物の建

築認定申請手数料 

１ 建築物（一敷地内認定建築物を除く）の数が１である場合 ７８，０００ 

○区  
２ 建築物（一敷地内認定建築物を除く）の数が２以上である場合 

（Ｘは一敷地内認定建築物を除く建築物の数） 

７８，０００ 

＋２８，０００ 

（Ｘ－１） 

(39) 一敷地内認定建

築物以外の建築物の各

部分の高さ又は容積率

に関する特例許可申請

手数料 

１ 建築物（一敷地内認定建築物を除く）の数が１である場合 ２２０，０００ 

○指  

２ 建築物（一敷地内認定建築物を除く）の数が２以上である場合 

（Ｘは一敷地内認定建築物を除く建築物の数） 

 

２２０，０００ 

＋２８，０００ 

（Ｘ－１） 

(40) 一敷地内許可建

築物以外の建築物の建

築許可申請手数料 

１ 建築物（一敷地内許可建築物を除く）の数が１である場合 ２２０，０００ 

○指  
２ 建築物（一敷地内許可建築物を除く）の数が２以上である場合 

（Ｘは一敷地内許可建築物を除く建築物の数） 

２２０，０００ 

＋２８，０００ 

（Ｘ－１） 

(41) 一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消申請手数料（Ｘは建築物の数） ６，４００ 

＋１２，０００Ｘ 
○区  

(42) 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率、外壁の後退

距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 
２７，０００ ○区  

(43) 既存の一の建築物の複数の工事の全体計画の認定申請手数料 ２７，０００ ○区  

(44) 既存の一の建築物の複数の工事の全体計画の変更の認定申請手数料 ２７，０００ ○区  

(45) 建築設備に関す

る建築確認申請手数料 

(47) 建築設備に関す

る計画通知手数料 

 

 

１ 確認済証の交付を受けた建築設備（小荷物専用昇降機を除く。）

の計画の変更をして建築設備を設置する場合 
１１，０００ 

○区  

２ その他の建築設備（小荷物専用昇降機を除く。）を設置する場

合 
２０，０００ 

３ 確認済証の交付を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をし

て小荷物専用昇降機を設置する場合 
６，０００ 

４ その他の小荷物専用昇降機を設置する場合 ９，０００ 

※この一覧表は、広島市都市計画関係手数料条例を抜粋したものであり、条例本文をご確認ください。 
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手数料名 手数料の額 窓口 

(46) 工作物に関する

建築確認申請手数料 

(48) 工作物に関する

計画通知手数料 

１ 確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を

築造する場合 
８，０００ 

○区  
２ その他の工作物を築造する場合 

 
１４，０００ 

(49) 建築設備に関す

る完了検査申請手数料 

(51) 建築設備に関す

る工事完了通知手数料 

１ 建築設備（小荷物専用昇降機を除く。）に係る部分 ２３，０００ 

○区  
２ 小荷物専用昇降機に係る部分 

１３，０００ 

(50) 工作物に関する完了検査申請手数料 

(52) 工作物に関する工事完了通知手数料 
１５，０００ ○区  

※ 手数料名の「（ ）」は都市計画関係手数料条例の別表の号数を示している。 

※この一覧表は、広島市都市計画関係手数料条例を抜粋したものであり、条例本文をご確認ください。 


